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特  集
アジアの女性障害者
──複合差別と権利擁護──

　

中
国
の
北
京
で
、
一
九
九
五
年
に
開

催
さ
れ
た
、
第
四
回
世
界
女
性
会
議
は
、

女
性
障
害
者
に
と
っ
て
画
期
的
な
会
議

と
な
り
、
採
択
さ
れ
た
宣
言
お
よ
び
行

動
綱
領
の
多
く
の
項
目
の
な
か
で
、
女

性
障
害
者
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
た
。
中

国
は
、
障
害
者
権
利
条
約
の
制
定
に
も

積
極
的
に
か
か
わ
り
、
批
准
に
あ
わ
せ

て
、
二
〇
〇
八
年
に
障
害
者
保
障
法
を

改
正
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
条
約
第

六
条
「
障
害
の
あ
る
女
子
」
は
、
改
正

に
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
中

国
に
お
い
て
も
、
女
性
障
害
者
は
、
非

障
害
者
の
女
性
と
も
、
男
性
障
害
者
と

も
、
教
育
や
就
業
の
面
で
、
差
が
生
じ

て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
中
国

に
お
い
て
、
女
性
障
害
者
の
課
題
は
ど

の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
以
下
、
関
連
法
制
と
政
策
措

置
な
ら
び
に
障
害
者
権
利
条
約
の
履
行

の
側
面
か
ら
考
察
す
る
。

●
障
害
者
法
制
と
障
害
者
事
業

　

障
害
者
法
制
は
、
憲
法
を
頂
点
に
、

全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
が
制

定
し
た
障
害
者
保
障
法
（
一
九
九
〇
年

制
定
、
二
〇
〇
八
年
改
正
）、
お
よ
び
、

こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
に
国
務
院
が
制

定
し
た
障
害
者
教
育
条
例
（
一
九
九
四

年
）
や
障
害
者
就
業
条
例
（
二
〇
〇
七

年
）
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
障
害
者

保
障
法
は
、
障
害
者
法
制
の
核
で
あ
り
、

差
別
の
禁
止
を
含
め
、
障
害
者
の
権
利

利
益
、
障
害
者
事
業
に
つ
い
て
定
め
て

い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
障
害
者
一

般
に
適
用
さ
れ
る
規
定
の
み
を
有
し
、

女
性
障
害
者
に
言
及
す
る
条
項
は
な
い
。

　

障
害
者
の
政
策
や
措
置
に
関
し
て
は
、

政
策
文
書
も
重
要
と
な
る
。
二
〇
〇
八

年
に
、
中
国
共
産
党
と
国
務
院
が
共
同

で
出
し
た
「
障
害
者
事
業
の
発
展
促
進

に
関
す
る
意
見
」
で
は
、
共
産
主
義
青

年
団
や
婦
女
連
合
会
な
ど
の
社
会
団
体

が
そ
れ
ぞ
れ
の
強
み
を
い
か
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
障
害
青
年
や
障
害
女
性
の
合
法

的
権
利
利
益
の
擁
護
に
参
加
す
る
こ
と

が
要
請
さ
れ
た
。
ま
た
、
国
民
経
済
社

会
発
展
五
カ
年
計
画
に
則
し
て
策
定
さ

れ
た
、「
障
害
者
事
業
第
一
二
次
五
カ

年
発
展
綱
要
」
で
は
、
少
数
民
族
の
障

害
者
と
並
ん
で
女
性
障
害
者
に
対
す
る

職
業
訓
練
と
就
職
サ
ー
ビ
ス
の
政
策
措

置
の
強
化
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
一
九
八
八
年
の
最
初
の
五
カ

年
計
画
か
ら
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、

教
育
、
労
働
就
業
な
ど
障
害
者
を
支
援

す
る
分
野
が
、
徐
々
に
細
分
化
さ
れ
、

拡
大
さ
れ
つ
つ
あ
る
な
か
、
女
性
障
害

者
に
言
及
す
る
項
目
は
な
い
。

●
女
性
関
連
の
法
制
と
事
業

　

女
性
障
害
者
の
一
方
の
属
性
で
あ
る

「
女
性
」
の
権
利
擁
護
や
支
援
事
業
に

お
い
て
、
女
性
障
害
者
は
ど
の
よ
う
に

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

女
性
の
権
利
保
護
に
関
し
て
は
、
婦
女

権
益
保
障
法
（
一
九
九
二
年
制
定
、
二

〇
〇
五
年
改
正
）
が
、
女
性
の
権
利
利

益
を
保
障
し
、
男
女
平
等
を
促
進
す
る

こ
と
を
目
的
に
制
定
さ
れ
、
男
女
平
等

は
国
家
の
基
本
国
策
で
あ
る
と
規
定
す

る
。
こ
の
な
か
で
、
女
性
障
害
者
は
二

箇
所
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、

学
齢
期
の
女
性
の
義
務
教
育
保
障
に
関

連
し
て
、
障
害
を
有
す
る
学
齢
期
の
女

性
が
、
貧
困
層
と
流
動
人
口
に
属
す
る

学
齢
期
の
女
性
と
併
記
さ
れ
、
義
務
教

育
の
修
了
を
保
証
す
べ
き
対
象
と
定
め

る
条
文
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、生
命
・

健
康
の
権
利
に
関
連
し
て
、
病
気
や
障

害
の
あ
る
女
性
お
よ
び
高
齢
女
性
を
虐

待
、
遺
棄
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
条
文

で
あ
る
。
女
性
障
害
者
が
ほ
か
の
条
文

の
な
か
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
、

さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
も
の
の
、
婦

女
権
益
保
障
法
で
は
、
女
性
障
害
者
が

女
性
の
な
か
で
も
脆
弱
な
立
場
に
あ
る

こ
と
を
認
識
し
て
い
る
と
い
え
る
。
と

く
に
、
こ
こ
か
ら
は
、
女
性
障
害
者
が

義
務
教
育
を
修
了
で
き
な
い
場
合
が
あ

る
こ
と
、
虐
待
や
遺
棄
な
ど
の
被
害
に

あ
う
場
合
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

　

二
〇
一
一
年
に
国
務
院
が
発
布
し
た

「
中
国
婦
女
発
展
綱
要
（
二
〇
一
一
︱

二
〇
二
〇
年
）」
は
、
障
害
者
事
業
の

五
カ
年
計
画
と
は
異
な
り
、
七
つ
の
発

展
領
域
の
う
ち
、
五
つ
の
領
域
で
、
僅

小
林 

昌
之

中
国
の
女
性
障
害
者

―
不
可
視
化
さ
れ
た
ま
ま
の
存
在
―
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か
で
は
あ
る
も
の
の
、
女
性
障
害
者
に

言
及
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
具
体
的
な

数
値
目
標
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、

健
康
、
教
育
、
就
業
、
社
会
保
障
、
環

境
に
及
ぶ
。
各
項
目
で
は
、
高
齢
女
性

ま
た
は
貧
困
女
性
と
併
記
さ
れ
る
形
が

と
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
辺
境
貧

困
地
区
の
女
性
や
障
害
女
性
が
職
業
教

育
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
援
助
す
る
こ
と
、

高
齢
女
性
や
障
害
女
性
な
ど
、
就
業
が

困
難
な
女
性
の
就
業
を
援
助
す
る
こ
と

な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

中
国
婦
女
発
展
綱
要
は
、
限
定
的
に
で

は
あ
る
が
、
各
分
野
に
お
い
て
女
性
障

害
者
は
、
非
障
害
者
の
女
性
と
比
べ
て

不
利
な
状
況
に
あ
る
こ
と
を
認
め
、
対

応
措
置
を
定
め
て
い
る
。

●
障
害
者
権
利
条
約
の
初
回
政
府

報
告

　

さ
て
、
障
害
者
権
利
条
約
を
批
准
し

た
締
約
国
は
、
定
期
的
に
そ
の
実
施
状

況
を
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

中
国
も
、
二
〇
一
〇
年
に
初
回
報
告
を

提
出
し
（CRPD

/C/CH
N

/1

）、
障

害
者
権
利
委
員
会
と
の
建
設
的
対
話
を

経
て
、
二
〇
一
二
年
に
総
括
所
見
が
出

さ
れ
て
い
る
（CRPD/C/CHN/CO/1

）。

こ
こ
で
は
、
女
性
障
害
者
に
密
接
に
関

係
し
、
委
員
も
と
く
に
関
心
を
寄
せ
た
、

リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ
ツ
の
議
論

を
紹
介
し
た
い
。

　

ま
ず
、
条
約
第
一
七
条
「
個
人
を
そ

の
ま
ま
の
状
態
で
保
護
す
る
こ
と
」
に

関
連
し
て
、
中
国
は
、
障
害
者
の
出
産

す
る
自
由
を
法
律
で
保
障
し
て
い
る
と

し
た
。
そ
の
証
左
と
し
て
、
法
律
で
規

定
し
た
こ
と
を
挙
げ
、
婦
女
権
益
保
障

法
が
、
女
性
は
国
家
の
規
定
に
基
づ
き

子
ど
も
を
出
産
す
る
権
利
を
有
し
、
出

産
し
な
い
自
由
も
あ
る
と
定
め
て
い
る

こ
と
を
示
し
た
。
中
国
政
府
は
、
強
制

堕
胎
を
禁
止
し
、
人
工
妊
娠
中
絶
は
任

意
で
、
か
つ
、
合
法
的
で
あ
る
必
要
が

あ
り
、
計
画
出
産
の
手
段
と
し
て
は
認

め
て
い
な
い
と
し
た
。「
計
画
出
産
技

術
サ
ー
ビ
ス
管
理
条
例
」
も
、
避
妊
方

法
に
つ
い
て
、
公
民
が
情
報
に
基
づ
く

選
択
権
（
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
チ
ョ
イ

ス
）
の
権
利
を
有
す
る
と
規
定
し
て
い

る
と
し
た
。

　

ま
た
、
第
二
五
条
「
健
康
」
で
は
、

中
国
政
府
は
、
障
害
者
の
リ
プ
ロ
ダ
ク

テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
・
ラ
イ
ツ
の
保
護
を

重
視
し
、
か
つ
、
障
害
者
の
出
産
に
関

し
て
、
配
慮
を
提
供
し
て
い
る
と
記
し

て
い
る
。
人
口
・
計
画
出
産
部
門
は
、

出
産
適
齢
期
の
障
害
者
に
対
し
て
、
生

殖
知
識
の
普
及
を
積
極
的
に
す
す
め
、

妊
娠
前
サ
ー
ビ
ス
を
強
化
し
て
、
望
ま

な
い
妊
娠
の
予
防
と
減
少
に
つ
と
め
て

い
る
と
し
た
。

●
障
害
者
権
利
委
員
会
の
総
括
所

見
　

事
前
質
問
事
項
（List of Issues

）

に
基
づ
い
た
、
障
害
者
権
利
委
員
会
と

の
建
設
的
対
話
を
経
て
、
総
括
所
見
が

ま
と
め
ら
れ
た
。リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
イ
ツ
に
関
し
て
は
、
条
約
第
二
三
条

「
家
庭
お
よ
び
家
族
の
尊
重
」
に
か
か

わ
る
所
見
の
な
か
で
示
さ
れ
、
委
員
会

は
、
中
国
の
法
律
と
社
会
が
、
自
由
な

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
欠

く
、
障
害
女
性
へ
の
強
制
不
妊
手
術
と

強
制
中
絶
の
実
施
を
認
め
て
い
る
こ
と

に
深
い
懸
念
を
表
明
し
た
。
そ
し
て
勧

告
と
し
て
、
委
員
会
は
、
障
害
女
性
へ

の
強
制
不
妊
手
術
と
強
制
中
絶
を
禁
止

す
る
た
め
に
、
中
国
が
法
律
と
政
策
を

見
直
す
よ
う
要
請
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
中
国
は
、
総
括
所

見
に
は
完
全
な
誤
解
も
あ
る
と
し
て
、

意
見
表
明
を
行
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
、

リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ
ツ
に
関
し

て
で
あ
っ
た
。
中
国
は
、
人
口
・
計
画

出
産
法
は
明
確
に
「
国
は
条
件
を
整
え

て
、
公
民
が
情
報
を
十
分
に
得
た
う
え

で
、
安
全
、
有
効
、
適
切
な
避
妊
・
出

生
調
節
措
置
を
と
れ
る
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
と
反

論
し
た
。
ま
た
、
計
画
出
産
技
術
サ
ー

ビ
ス
管
理
条
例
も
、
公
民
は
避
妊
方
法

に
つ
い
て
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
チ
ョ
イ

ス
の
権
利
を
有
し
、
避
妊
手
術
な
ど
を

実
施
す
る
場
合
は
、
本
人
の
同
意
を
得

る
こ
と
を
規
定
し
て
お
り
、
強
制
避
妊

手
術
と
強
制
妊
娠
中
絶
手
術
は
、
中
国

の
法
律
に
よ
っ
て
明
白
に
禁
止
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。

●
お
わ
り
に

　

中
国
は
障
害
者
権
利
委
員
会
と
の
建

設
的
対
話
の
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
法

律
を
引
用
し
、
公
民
一
般
に
認
め
ら
れ

て
い
る
権
利
や
諸
制
度
は
、
障
害
者
に

も
平
等
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
提
示
し

た
。
同
様
に
、
男
性
が
享
受
す
る
権
利

は
、
女
性
も
平
等
に
享
受
し
て
い
る
と

し
た
。
こ
う
し
た
認
識
に
加
え
、
中
国

に
お
い
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
イ
シ
ュ
ー
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
「
敏
感
」
問
題
に
つ
な
が

る
こ
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
女
性
障
害

者
の
問
題
は
、
い
っ
そ
う
周
辺
化
さ
れ

や
す
い
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
。
し
か

し
、
障
害
者
権
利
条
約
は
、
ま
さ
に
現

実
の
世
界
で
「
平
等
」
が
実
現
す
る
こ

と
を
目
指
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
中
国
は
、
法
律
の
実
際
の
運
用
や

諸
制
度
へ
の
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
問

題
に
、
よ
り
注
意
を
払
っ
て
い
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
こ
ば
や
し　

ま
さ
ゆ
き
／
ア
ジ
ア
経

済
研
究
所　

新
領
域
研
究
セ
ン
タ
ー
）
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